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命 令 書（写）

平成20年（不再）第27号

再 審 査 申 立 人

平成20年（不再）第29号 アールインベストメントアンドデザイン株式会社

再 審 査 被 申 立 人

平成20年（不再）第29号

再 審 査 申 立 人 東京南部労働者組合

平成20年（不再）第27号

再 審 査 被 申 立 人

主 文

本件各再審査申立てを棄却する。

理 由

第１ 事案の概要

１ 本件は、アールインベストメントアンドデザイン株式会社（以下「会社」

という。）の次の行為が不当労働行為であるとして、東京南部労働者組合（以

下「組合」という。）が東京都労働委員会（以下「都労委」という。）に救

済申立てを行った事件である。

なお、会社は、イデー株式会社（以下「イデー社」という。）の一部門と

して発足し、平成１５年７月３１日（以下、「平成」の元号は省略する。）
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にイデーアールプロジェクト株式会社として独立し、その後、１７年１０

月１日に商号をアールプロジェクト株式会社に変更し、さらに１９年４月

２５日に商号をアールインベストメントアンドデザイン株式会社に変更し

た。本件においては、上記商号の変更の前後を通じて「会社」という。

(1) 平成１８年（不）３号事件（１８年１月２３日申立て。以下「１８不

３号事件」という。）

① １７年２月７日に、組合員 Ａ（旧姓Ａ'。以下、Ａ'姓であったと

きも含めて「 Ａ 」という。）に対して、｢申入書」により診断書の

提出を求める等したこと。

② １７年１２月１４日の第６回団体交渉において、 Ａ に対して復

職命令を発したこと。

③ １７年３月３１日の第１回団体交渉ないし１７年１２月１４日の

第６回団体交渉において不誠実な対応を行ったこと。

④ １７年１２月２６日付けの組合の休業補償問題についての団体交

渉申入れに応じなかったこと。

(2) 平成１８年（不）８６号事件（１８年１０月１８日申立て。以下「

１８不８６号事件」という。）

① １８年６月１２日の第１回立会団体交渉（都労委において本件を

担当した公益委員、労働者委員及び使用者委員の立会いの下で行わ

れた団体交渉をいう。）及び同年６月１９日の第２回立会団体交渉に

おいて不誠実な対応を行ったこと。

② １８年６月２７日、療養開始から３年が経過したことを理由とし

て Ａ を解雇及び休業補償打切りとしたこと。

③ 組合の Ａ の解雇及び復職に係る団体交渉申入れに応じなかった

こと。

なお、 Ａ の組合加入及び本件各救済申立てに至る経緯は、次のとお
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りである。

１４年２月２７日、 Ａ はイデー社に入社し、同社に勤務していた

１５年６月１９日以降、業務上の疾病により自宅療養を行っていた。

１６年３月９日、 Ａ はイデー社から会社（当時のイデーアールプロジ

ェクト株式会社）に転籍となったが、同人は、組合に加入するまでの間、

イデー社及び会社と休業補償等について話合いを行っていた。

１７年１月２３日、 Ａ は組合に加入し、その後、上記(1)(2)のとお

り、組合は本件各救済申立てを行った。

２ 請求する救済内容の要旨

(1) １８不３号事件

① １７年１２月１４日に Ａ に対して発した復職命令を撤回し、 Ａ

の労働環境整備及び休業補償に関する団体交渉を再開すること。

② 謝罪文の交付及び掲示

(2) １８不８６号事件

① １８年６月２７日に行った Ａ の解雇及び休業補償の打切りを撤回

し、 Ａ の復職を議題とする団体交渉を再開すること。

② 謝罪文の交付及び掲示

３ 都労委は、１８不３号事件及び１８不８６号事件を併合して審査し、

２０年６月１７日付けで、①会社が、第２回団体交渉冒頭において、同業

他社に就職する可能性が高い組合員が出席していることを理由として団体

交渉を拒否したこと、第１回及び第４回ないし第６回の団体交渉において

休業補償を６割としている根拠を十分に説明しない等の対応に終始したこ

と、並びに第６回団体交渉後の１７年１２月２６日付けで組合から申入れ

のあった休業補償を議題とする団体交渉に応じなかったことは、いずれも

労働組合法（以下「労組法」という。）７条２号の不当労働行為であるとし

て、会社に対し文書交付を命じ、②その余の申立てを棄却する旨決定し、
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２０年７月２３日、初審命令書を交付した。

４ 上記初審命令を不服として、会社は、２０年７月２９日、初審命令の救

済部分の取消し及び救済部分に係る申立ての棄却を求めて、また、組合ら

は、同年８月６日、初審命令の棄却部分の取消し及び上記２のとおりの救

済を求めて、それぞれ再審査を申し立てた。

５ 本件の争点

(1) 会社の、 Ａ に対する以下の対応は、労組法７条１号の不当労働行為

に該当するか否か。（争点１）

① ｢申入書」により診断書の提出を求める等したこと。

② １７年１２月１４日の第６回団体交渉において復職命令を発したこ

と。

③ １８年６月２７日に解雇及び休業補償打切りとしたこと。

(2) 会社の、組合に対する以下の対応は、労組法７条２号の不当労働行為

に該当するか否か。（争点２）

① 第１回ないし第６回団体交渉並びに第１回及び第２回立会団体交渉

での対応が不誠実であったこと。

② 第６回団体交渉を打ち切り、以降、 Ａ の休業補償に係る団体交渉

に応じなかったこと。

③ Ａ の解雇及び復職に係る団体交渉申入れに応じなかったこと。

第２ 当事者の主張の要旨

１ 会社の主張要旨

会社の主張は、再審査における以下の主張を付加するほかは、初審命令

理由第３の１(2)及び同２(2)（初審命令書２２～２４頁、２８～２９頁）

に記載のとおりであるから、これを引用する。

(1) 会社の Ａ に対する対応について（争点１）
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会社の Ａ に対する対応は、次のとおり、いずれも労組法７条１号の

不当労働行為には該当しない。

ア ｢申入書」により診断書の提出を求める等したことについて

会社は、多数の従業員を抱える一般企業として社内コンプライアン

スを確保すべく、長期にわたって休職している Ａ に対し診断書の提

出を求めたにすぎない。そして、「申入書」などの文面からも明らかな

とおり、書面には一般的かつ当たり前の内容が記載されており、仮に

休職者が Ａ 以外の者であっても、会社は、同様の内容の書面を出す

であろうことは明らかである。

イ １７年１２月１４日の団体交渉で復職命令を発したことについて

会社は、復職命令を出した時点では、 Ａ が就労に支障のある疾病

状況であることについて何ら具体的な情報を持っていなかったから復

職命令を発出したのであり、解雇を行った時点では、立会団体交渉を

通じて Ａ の疾病が治癒していないことが明らかとなっていたから解

雇に及んだのである。したがって、復職命令と解雇それぞれの措置は

全く矛盾しない。

ウ １８年６月２７日に解雇及び休業補償打切りとしたことについて

組合は、 Ａ の疾病が回復しない原因を一方的に会社に押し付けて

いるが、３年間にわたる休業期問の中で Ａ と会社が接触した時間は

ほんの僅かにすぎないにもかかわらず、それを疾病が治癒しない唯一

の原因とするのはあまりにも Ａ にとって都合が良すぎる理屈であ

る。 Ａ が３年間にわたる休業期間を経てもまだ復職できないという

のであれば、そこには Ａ 自身に何らかの原因があると考えるのが当

然である。

(2) 会社の団体交渉に対する対応について（争点２）

初審命令は、会社の以下の３つの行為を不当労働行為であると認定し
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たが、次のとおり、これらはいずれも正当な理由のない団体交渉拒否で

はなく、不当労働行為に該当しない。

ア 第２回団体交渉における会社の対応について

第２回団体交渉において、会社が、同業他社に就職する可能性が高

い元従業員の出席を原因として団体交渉の協議ができなかったこと

は、会社にとってやむを得ない事情が存在し、かつ、組合の不当な交

渉態度に照らせば、組合にも責任が存在するから、会社の行為は正当

な理由のない団体交渉拒否には該当しない。

イ 第１回及び第４回ないし第６回の団体交渉における会社の対応につ

いて

会社が休業補償６割の根拠について労働基準法の規定以外の具体的

な理由を説明する必要があるか否かは、組合の交渉態度と相関関係に

あるというべきであり、組合の交渉態度が著しく不誠実な場合は、会

社はもはやそれ以上の説明義務を負わないと解するべきである。本件

において組合は、実際のところ、会社の就業規則において休業補償６

割と定められている根拠が労働基準法７６条１項に基づくものである

ことを百も承知の上で、当時その規定を把握していなかった会社に対

し、著しく無駄かつ不毛な議論を吹きかけていたのであり、組合の交

渉態度は著しく不誠実である。

会社は、休業補償を７割もしくは８割に増額させることすら困難

であったところ、組合において休業補償１０割以外に妥協する余地

がなかったことにかんがみれば、会社が休業補償の増額を検討する

余地を否定したとしてもやむを得ないものというべきであり、会社

の対応は何ら不誠実な団体交渉態度に該当しない。

ウ 第６回団体交渉を打ち切り、以降、 Ａ の休業補償に係る団体交渉



- 7 -

に応じなかったことについて

初審命令は、上記の会社の対応が不誠実な団体交渉に該当する根拠

として、「第６回団体交渉の時点において、休業補償について会社が誠

実交渉義務を尽くして話合いの余地のない状況に至っていたとはいえ

ない」ことを挙げている。しかしながら、第６回団体交渉終了後の段

階で、Ｂ 社長は現状について、初審審問において証言したとおり、「そ

の当時、我々の主張は休業補償６割、組合の主張は休業補償１０割、

お互いの主張が平行線をたどったまま廖着状態に陥っていましたので、

改めて話合いを持つ余地はない」と認識していたものである。

会社は、第１回から第６回まで、組合との団体交渉において誠実に

対応し、休業補償を６割とする根拠についても各々の時点でできる限

りの説明を行ってきた。初審命令が会社の誠実交渉義務のみを取り上

げ、組合の誠実交渉義務違反を顧みていないことは明らかな認定の誤

りである。

２ 組合の主張要旨

(1) 会社の Ａ に対する対応について（争点１）

１７年２月７日付け「申入書」に始まる会社による一連の文書は、次

のとおり、組合に加入した Ａ を排除し、職場から組合の影響力を排除

しようとする労組法７条１号の不当労働行為である。

ア ｢申入書」により診断書の提出を求める等したことについて

組合が不当労働行為として問題としたのは、会社が、復職するため

の最大の前提である労働環境改善の具体策の連絡を Ａ に対して行わ

ないまま、 Ａ が組合に加入した途端、「実に約１年７月間休業してお

り合理的な治癒期間を超過しているのではないか」、「直ちに復職を命

ずるのか、又は、その他の適切な処遇を検討します」、「理由なく就業
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していないと判断せざるを得ません」といった文書を送りつけてきた

というその対応であった。そこには、組合に加入した Ａ を排除し、

職場から組合の影響力を排除しようとする会社の強力な不当労働行為

意思が表現されていた。

イ １７年１２月１４日の団体交渉で復職命令を発したことについて

復職命令は、医学的な判断は不要として、 Ａ 及び組合に対して同

人の体調や復職可能性について尋ねることなく、独断的に発せられた。

その狙いは制裁措置の発動にあり、 Ａ 排除の完遂を狙った悪質な不

当労働行為である。

初審命令は、会社が復職命令に応じていない Ａ に対して処分を行

っていないと判断しているが、最終的に制裁措置発動を阻止したのは、

組合の本件各救済申立てとそこでの粘り強い対応によるのである。

ウ １８年６月２７日に解雇及び休業補償打切りとしたことについて

会社は、就業規則の解雇規定を、組合が１８不３号事件の救済申立

てを行った直後に新設しており、また、解雇規定の適用対象が Ａ で

あることを、はっきりと意識していたのであり、このような会社の行

為は明確な不当労働行為である。

１８年６月２７日の解雇及び休業補償の打切りは、 Ａ に対する明

らかな不利益取扱いであり、本件の本質は、「不当労働行為の完成と

しての Ａ 解雇」である。本件では、一連の不当労働行為の集大成と

して、会社が休業補償打切りと解雇を行ったのか、それとも、単に業

務上の疾病で休業中の労働者が治癒しないままに３年が経過したので

解雇したのかを明確に判断することが求められている。

(2) 会社の団体交渉に対する対応について（争点２）

第１回ないし第６回団体交渉並びに第１回及び第２回立会団体交渉で
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の会社の対応は、次のとおり、労組法７条２号の不当労働行為であり、

第６回団体交渉後及び第２回立会団体交渉後に団体交渉に応じていない

のも不当労働行為である。

ア 第１回ないし第６回団体交渉並びに第１回及び第２回立会団体交渉

での対応について

(ｱ) 第１回ないし第６回団体交渉における会社の対応は不当労働行為

である。

すなわち、①第１回団体交渉において、労働環境改善の連絡をす

るとの約束を反故にする発言を行い、休業補償６割の根拠について

「特にない」と答えたこと、②第２回団体交渉において、イデー社

を退社した元従業員が団体交渉に出席していることを理由に、団体

交渉を拒否したこと、③第３回団体交渉においても、会社は組合否

認の姿勢を示していたこと、④第４回団体交渉において、業務上の

疾病の責任を Ａ の自己責任に転嫁しようとし、休業補償６割の根

拠を明確に答えられなかったこと、⑤第５回団体交渉において、休

業補償６割の根拠は分からない、３日話しても回答は変わらないな

どと述べたこと、⑥第６回団体交渉において、復職命令の発令を強

行し、組合は復職命令撤回を求めたが、会社は頑なに拒絶し話し合

おうとすらしなかったことが認められるのである。

(ｲ) 立会団体交渉における会社の対応は不当労働行為である。

立会団体交渉の前提は「将来の復職実現に向けた団体交渉」であ

り、立会団体交渉の目的は復職をいかに実現してゆくかであって、

復職可能か否かを調査、判断することなどではない。また、３年の

期限がきたからといって話を打ち切ることなく、交渉を詰めていく

ことは合意されていたのであった。
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さらに、会社は、第１回と第２回立会団体交渉における主張を詐

術的に変えている。すなわち、会社は第１回立会団体交渉では、復

職実現に向けて組合の提案をもらいたいと要望していたにもかかわ

らず、第２回立会団体交渉では、組合の提案と関係なく、復職拒否、

補償打切りを既に決めていたのである。

イ 第６回団体交渉を打ち切り、以降、 Ａ の休業補償に係る団体交渉

に応じなかったことについて

団体交渉打切りは、団体交渉議題とは異なる「復職命令」を突如出

し、席を立ってしまった Ｂ 社長の一方的な所業に由来する、また、

休業補償問題についての議論も終わっていなければ、職場環境の整備

に関しての説明も終わっていないのであり、議論が行き詰まっていた

わけではなく、会社が団体交渉で議論すること自体を拒否したのであ

る。

したがって、会社が、第６回団体交渉を打ち切り、以降、 Ａ の休

業補償に係る団体交渉に応じなかったことは、正当な理由のない団体

交渉拒否である

ウ Ａ の解雇及び Ａ の復職に係る団体交渉申入れに応じなかったこ

とについて

立会団体交渉における会社の対応は不誠実なものであり、会社は Ａ

の解雇理由及び解雇に至る事情について十分な説明を行っていない。

また、２回の立会団体交渉を通じて、復職に向けた実態的な話合いは

なにもなされなかったのである。したがって、第２回立会団体交渉後、

会社が Ａ の解雇及び復職に係る団体交渉申入れに応じなかったのは、

正当な理由のない団体交渉拒否に当たる。

第３ 当委員会の認定した事実
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当委員会の認定した事実は、初審命令理由第２の認定した事実のうち、

その一部を次のとおり改めるほかは、当該認定した事実と同一であるから、

これを引用する。

１ 初審命令４頁（第２の２(1)）４ないし５行目の「同社アールプロジェク

ト部門に配属された。」の次に「同部門に所属する正社員は Ａ のみであっ

た。」を、１３行目の末尾に「なお、 Ａ は、平成１４年１１月にも業務中

に三軒茶屋で倒れ、救急車で救急病院に搬送されたことがあった。」を、同

(1)の証拠の摘示部分に「甲４６、当審１ｐ４５」を加える。

２ 初審命令５頁（第２の２(3)）１３ないし１４行目の「 Ｃ 取締役は、労

働環境を整える具体的手順については、確定次第連絡すると述べた。」を「

Ｄ 社長は、労働環境を整える具体的手順については、確定次第連絡すると

述べ、 Ｃ 取締役も、具体的手順が確定次第、できるだけ早く連絡する旨

述べた。」に改める。

３ 初審命令６頁（第２の３(1)）２０ないし２２行目の「「本日から１週間

以内に、貴殿の症状及び復職可能性について言及した診断書を当社に提出

してください。」」の次に「「更に、当社が必要と判断した場合、当社の指定

する医師の診断を受けていただきます。かかる診断書の提出を受けた後、

当社担当者が貴殿と面談を行います。」」を加え、同７頁２１行目の「団体

交渉に応じることを回答するとともに、」の次に「「貴殿の現在の病状と復

職可能性を確認することが不可欠であり、当社が、貴殿に対し、貴殿の症

状及び復職可能性について言及した診断書を提出するよう求めたことは何

ら不当ではなく、これについて謝罪する意思はございません」とし、改め

て」を加える。

４ 初審命令８頁（第２の３(2)③）３行目の末尾に「これに対して、会社は、

基本的には大きな根拠はないなどと答えた。」を加え、同頁（同④）４行目

の「会社は、再度診断書の提出を求めたが、」を削る。
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５ 初審命令１２頁（第２の３(7)①）１８ないし２２行目の「休業補償につ

いて組合が１０割を主張し会社が６割を主張する状況が続いて行き詰まり

を感じたとして、会社は、組合に対し、お互いに少しずつ歩み寄って落と

しどころを見つけられないかと提案した。組合は、そんなことはあり得な

いとして、あくまでも１０割の休業補償を要求した。」を削り、同頁２７な

いし２８行目の「② Ｂ 社長が会社の取締役に就任した１６年当時、会社

には収益性に乏しい事業が多くあり、改革を行う必要があったこと、」を削

り、「③」を「②」に改める。

６ 初審命令１５頁（第２の３(8)）２２ないし２３行目の「上記「抗議なら

びに団体交渉申入書」に対する会社回答がなかったとして、」を削る。

７ 初審命令１５頁２７行目に(9)として、次のとおり加える。

「(9) 会社は、１８年２月１６日付けで就業規則を全面的に改定し、第

３１条（解雇）（４）として「業務上の負傷又は疾病による治療の開

始後３年を経過しても当該負傷又は疾病がなおらない場合であって、

従業員が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき

（打切補償を支払ったときを含む）」との規程を新設した。

【甲27、乙2】」

第４ 当委員会の判断

１ 争点１（会社の、 Ａ に対する以下の対応が、労組法７条１号の不当労

働行為に該当するか否か。）について

(1) ｢申入書」により診断書の提出を求める等したこと（争点１①）

組合は、上記会社の対応は、労組法７条１号の不当労働行為に該当す

るとして、会社が、復職するための最大の前提である労働環境改善の具

体策の連絡を Ａ に対して行わないまま、同人が組合に加入した途端、「申

入書」等を送付したことは、組合に加入した同人を排除し、職場から組



- 13 -

合の影響力を排除しようとする意思を表現するものである旨主張する（前

記第２の２(1)ア）。よって以下判断する。

ア 前記第３でその一部を改めて引用した初審命令理由第２の認定した

事実（以下「初審認定事実第２」という。）のとおり、上記会社の対応

に至る経緯をみると、①１５年６月１９日、 Ａ は、自宅で倒れて救

急車で運ばれ、医師の診断により同日から自宅療養を開始したこと（初

審認定事実第２の２(1)）、②１７年１月２３日、 Ａ は組合に加入し

たこと（同２(4)）、③１７年２月７日、会社は「申入書」で組合及び

Ａ に対し、診断書の提出を求める等したこと（同３(1)）が認められ

る。

イ 問題は、会社の上記対応が Ａ の組合加入や組合活動を理由とする

ものといえるか否かという点である。

そこで、会社の対応の当否について検討するに、① Ａ の休業は、

自宅療養を開始した１５年６月１９日以降、１７年２月７日までの１

年７か月の長期間に及んでいること、② Ｂ 社長は、１７年１月４日

に取締役社長に就任したばかりで、同年１月２４日付けの組合の団体

交渉申入れがあった時点では、会社に Ａ という休職中の従業員がい

ることは承知していたが、休職に至る経緯等の詳細は把握していなか

ったこと（同２(4)、同３(1)）、③１７年１月２８日の時点で、 Ａ の

休業補償と医療費の問題について組合と会社の団体交渉を行うことが

確認されていたこと（同３(1)）からすると、会社は１年７か月の長期

間にわたって休職している Ａ の病状等を把握するために診断書の提

出を求めたとみるのが相当である。また、会社としては、 Ａ の休業

補償と医療費を議題とする団体交渉に臨むに当たって、同人の病状等

を把握するためにも診断書の提出を求める必要があったといえる。よ

って会社の上記対応には相応の理由があったということができる。
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ウ 上記のとおりであるから、従前、 Ｄ 社長は労働環境を整える手順

について確定次第連絡すると述べておきながら、その後、労働環境改

善について会社が何ら Ａ に連絡しなかったこと（同２(3)）には問題

はあるが、会社が「申入書」により診断書の提出を求める等したこと

は、 Ａ の病状等を把握するためのものであったと解される。よって、

上記の会社の対応は、組合に加入した Ａ を排除しようとする意思を

表現するものであるとの組合の主張は採用できない。

したがって、「申入書」により診断書の提出を求める等したことは、

Ａ の組合加入等を理由とした不利益取扱いとみることはできない。

(2) １７年１２月１４日の団体交渉で復職命令を発したこと（争点１②）

ア 組合は、上記会社の対応は、労組法７条１号の不当労働行為に該当

するとして、復職命令は、 Ａ の体調や復職可能性について尋ねるこ

となく、また医学的な判断など不要として独断的に発せられており、

その狙いは制裁措置の発動にあった旨主張する（前記第２の２(1)イ）。

よって以下判断する。

上記会社の対応に至る経緯をみると、①１７年９月６日の第３回団

体交渉において、組合は、労働環境の問題について進捗状況の報告が

少し行われたと理解するとして、同年３月１２日付け及び同月１４日

付けの Ａ の診断書を提出したこと（初審認定事実第２の３(4)）、②

１７年１２月１４日に第６回団体交渉を開催し、会社はその席上で、

Ａ に対し復職命令を発したこと（同３(7)）が認められる。

イ 上記会社の対応が Ａ の組合加入等を理由とするものといえる否か

が問題となるところ、会社の対応の当否について検討する。

会社は、復職命令を発した根拠として、第３回団体交渉で組合から

提出された１７年３月１２日付け及び同月１４日付けの Ａ の診断書

に記載された療養期間が既に経過していること、第５回団体交渉及び
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組合とイデー社との団体交渉に Ａ が複数回出席していること、会社

の労働環境が整ったこと、プライベートで Ａ が元気に外出している

という情報を得ていること等を挙げている（同３(7)②）。

これらの根拠についてみるに、① Ａ は、１７年１月２８日のイデ

ー社との団体交渉（同３(1)）、同年１１月２１日の第５回団体交渉に

出席していること（同３(6)）、②会社は、第３回団体交渉において、

労働環境について、職場にタイムカードを導入して出社時間や就業時

間を明確にしたこと等の点で改善された旨を説明していること（同３

(4)②）、③第５回団体交渉の終了時点で、第３回団体交渉で提出され

た Ａ の診断書の療養期間が切れていること（同３(4)、(6)）、④会社

は、復職命令書で、復職後の所属、業務内容については面談の上決定

するとしていること（同３(7)②）を併せ考えると、会社は、 Ａ があ

る程度回復しており、ある程度労働環境が整い、復職の可能性がある

という判断を前提として復職命令を発したものと考えられる。よって、

会社の挙示する根拠は一応首肯できるものであり、会社の対応には相

応の理由があったということができる。

ウ 上記のとおりであるから、会社の対応には、業務上の疾病により自

宅療養を続けていた Ａ に対して同人の体調や復職の可能性について

直接確認することなく復職命令を出したという点で適切ではない面は

あったとしても、会社は、 Ａ には復職の可能性があるという判断を

前提として復職命令を発したとみるのが相当である。よって、復職命

令を発した会社に Ａ が組合員であること又は組合活動を行った同人

を排除しようとする意思があったとみることはできず、この点に関す

る組合の主張は採用できない。

したがって、 Ａ に対して復職命令を発したことは、同人の組合加

入等を理由とする不利益取扱いであるということはできない。
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(3) １８年６月２７日に解雇及び休業補償打切りとしたこと（争点１③）

ア 組合は、上記会社の対応は、労組法７条１号の不当労働行為に該当

するとして、会社は就業規則の解雇規定を新設してまで同人の解雇を

強行したのであり、一連の不当労働行為の集大成として行ったもので

ある旨主張する（前記第２の２(1)ウ）。よって以下判断する。

上記会社の対応に至る経緯をみると、①１８不３号事件の調査にお

いて、都労委から組合と会社の双方に対して話合いによる解決を検討

するよう働きかけがあり、立会団体交渉が開催されることとなったこ

と（初審認定事実第２の４(1)）、②１８年６月１２日、第１回立会団

体交渉が開催され、組合は、「組合もこの団交の中で合意を作りたいと

は思っている。職場復帰に向けて、どういう就労の形態が必要なのか、

組合も検討して会社側に提案していくつもりだ。」と述べたこと（同４

(2)）、③１８年６月１９日、第２回立会団体交渉が開催され、 Ａ の

復職の時期及び条件に関する組合の報告を聞いた会社は、 Ａ の復職

は難しいと判断して、 Ａ に打切補償金に加えて特別支給金相当額の

補償を支払い、 Ａ は退職するという提案を行い、さらに、組合及び

本人が６月２６日までにこの和解案に応じない場合には、その日に打

切補償のみを行って Ａ を解雇すると述べたこと（同４(3)）、④１８

年６月２７日、 Ａ に対し解雇及び休業補償打切りを通知したこと（同

４(4)）が認められる。

イ そこで、上記会社の対応が Ａ の組合加入等を理由とするものであ

るか否かが問題となるところ、上記アに摘示した経緯からすると、都

労委の立会団体交渉における会社の対応の当否を検討する必要がある。

(ｱ) まず、第１回立会団体交渉における会社の対応についてみると、

①会社は、「打ち切り補償の日が近づいていて、期限がきたら『では
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さようなら』というのは自分（ Ｂ 社長）としても嫌だ。復職する

意思があるかどうか確認させてもらい、意思があるなら、どういう

条件なら復職できるのか、そういう具体的な話を進めたい。」、「復職

にあたって、この点とこの点はこうしてほしいという詳細な提案を

してもらいたい。」と具体的な提案を求めたこと（同４(2)）からす

ると、会社としては、 Ａ が休職して３年が経過することになる

１８年６月１９日を一つの期限として捉えつつ、都労委における立

会団体交渉で本件の解決を図りたいとの意図を有していたと推認さ

れるのであり、②他方、組合は、「（復職できる）期限については私

たちには分からない、本人にも分からないだろう。」、「リハビリ勤務

を開始する期限を定めることはできるかもしれない。」と答えている

こと（同４(2)）からすると、第１回立会団体交渉の時点で、会社が

Ａ の復職可能性について疑問を持ったとしても不自然ではない。

(ｲ) 次に、第２回立会団体交渉における会社の対応についてみると、

①組合は、 Ａ の復職の時期及び条件について「復職は３か月後を

一つの目標にしたい。」「３か月後の診断でリハビリにも耐えないと

いうことであれば、またその３か月後を目標にする。」、「精神的に緊

張したり、重い物を持ったりすると、それが筋肉や神経に刺激とな

って、本人の意思ではどうにもならない激痛に襲われ、意識も遠の

く倒れ方をする。社内でそうなった場合、救急車で運ばれると思う

が、本人が飲んでいる薬の関係で絶対に投与してはいけない薬があ

る。それで呼吸困難になったことは前回報告した。会社がどのよう

な受け入れ態勢を考えているのかも聞きたい。」と述べたこと（同４

(3)）、②他方、会社は、上記 Ａ の復職の時期及び条件に関する組

合の報告を聞き、別室で検討して Ａ の職場復帰は難しいのではな
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いかと判断し、さらに Ａ に打切補償金に加えて特別支給金相当額

の補償を支払い、同人は退職するという提案を行ったこと（同４(3)）

からすると、第２回立会団体交渉の時点で、会社は、 Ａ が会社で

倒れた場合の対応に限界があると判断し、 Ａ は３か月後のリハビ

リ復帰としての就労も困難であると判断したものと思われる。

(ｳ) 上記にみたとおり、会社としては第２回立会団体交渉の時点で、

第１回及び第２回立会団体交渉における組合との交渉を進める中で、

Ａ の職場復帰は困難であるとの判断に至り、退職和解案を提示す

るに至ったものと解される。その上で、 Ａ に対して解雇及び休業

補償打切りを行ったものということができる。

ウ 上記のとおりであるから、１８年６月２７日に解雇及び休業補償打

切りとした会社の対応は、 Ａ の組合加入等を理由とするものという

ことはできない。よって本件の解雇及び休業補償打切りは、一連の不

当労働行為の集大成であるとの組合の主張は失当である。

なお、組合は会社が２月に就業規則を改定してまで Ａ を解雇した

と主張するが、会社は１７年１１月２１日の第５回団体交渉の段階に

おいて、１８年３月頃までに就業規則を改定すると説明しており（同

３(6)）、実際に１８年２月１６日付けで就業規則を全面的に改定して

いること（同３(9)）から、就業規則の改定が解雇を意図してなされた

ということはできない。

(4) 小括

上記に判断したとおりであるから、会社が Ａ に対して、「申入書」によ

り診断書の提出を求める等したこと、復職命令を発したこと、解雇及び休

業補償打切りとしたことは、いずれも労組法７条１号の不当労働行為に該

当しないとした初審判断は相当である。
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２ 争点２（会社の、組合に対する以下の対応が、労組法７条２号の不当労

働行為に該当するか否か。）について

(1) 第１回ないし第６回団体交渉及び立会団体交渉での対応（争点２①）

会社は、初審命令が不当労働行為に該当するとした各団体交渉につい

て、①第２回団体交渉について、同業他社に就職する可能性が高い元従

業員の出席を原因として団体交渉の協議ができなかったことは、正当な

理由のない団体交渉拒否ではない旨、②本件における組合の著しく不誠

実な交渉態度からすると、会社は休業補償６割の根拠について労働基準

法の規定以外の具体的な理由を説明する必要はない旨、また、組合は

１０割にこだわったことからすれば、会社が休業補償の増額を検討する

余地を否定したとしてもやむを得ない旨主張する。（前記第２の１(2)ア

イ）

他方、組合は、各団体交渉は不当労働行為に当たるとして、①第２回

団体交渉において、同業者に就職する可能性が高いとしてイデー社を退

職した組合員の団体交渉への出席を理由として団体交渉を拒否した旨、

②第１回ないし第６回団体交渉において、休業補償を６割とする根拠を

明確に答えられなかった旨、③第３回団体交渉においても、 Ｂ 社長は

組合否認の発言を行っていた旨、④立会団体交渉の目的は復職をいかに

実現していくかであって、３年間期限が来たからといって話を打ち切る

ことなく、交渉を詰めていくことは合意されていた旨、また、第１回立

会団体交渉と第２回立会団体交渉における主張を詐術的に変えている旨

主張する（前記同２ア(ｱ)(ｲ)）。

ア 第２回団体交渉並びに第１回及び第４回ないし第６回団体交渉にお

ける会社の対応について

まず、初審命令が不当労働行為に該当するとした各団体交渉におけ

る会社の対応について検討する。
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(ｱ) まず、第２回団体交渉についてみると、会社が同業他社に就職す

る可能性の高い人がいる場で会社の機密情報になり得ることを話す

ことはできないとして、組合に対し当該組合員の退席を求めたこと

などによって、実質的には団体交渉は実施されなかった（初審認定

事実第２の３(3)）。

ところで、団体交渉を開始するに当たって、誰を団体交渉に出席

させるかは、この点に関する労使間の事前の合意がある場合は別と

して、労使それぞれが、合理的な範囲内で、交渉に必要と認める者

を出席させることができる。また、団体交渉の交渉事項や内容によ

って、使用者において機密保持上の問題が生ずる場合には、その事

情を労働組合に対し説明した上で、当該情報の取扱いについて特別

の配慮を要求したとしても、そのことをのみをもって使用者の対応

が不当とされるものではない。

これを本件についてみると、組合と会社との間に団体交渉出席者

に関する事前の合意があったとは認められず、また、第２回団体交

渉の時点におけるその主要な議題は労働環境整備及び休業補償の２

点であり（同３(1)(2)(3)）、これらの議題に関して会社の機密情報

が問題となる可能性は低いと解される。さらに、会社は組合に対し、

機密保持上の問題があるとする理由や事情を具体的に説明していな

い。よって、第２回団体交渉における会社の対応は正当な理由のな

い団体交渉拒否に当たる。

(ｲ) 第１回及び第４回ないし第６回団体交渉の状況についてみると、

各団体交渉における主要な議題である Ａ の休業補償について、組

合は、会社が就業規則で休業補償を６割と定めた根拠を説明するこ

と及び就業規則を改定して休業補償を１０割とすることを要求して
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いる（初審認定事実第２の３(2)(4)(5)(6)(7)）。これに対し、会社

は、第１回団体交渉において、基本的に大きな根拠はないなどと答

え（同３(2)③）、第４回団体交渉において、明確な根拠は答えられ

ないので社会保険労務士に確認する旨を約束し（同３(5)）、第５回

団体交渉において翌年３月頃までに休業補償が６割であることを説

明できるよう就業規則を改定すると回答した（同３(6)）。

その後の、第６回団体交渉において、会社は、就業規則で休業補

償を６割と定めた根拠は労働基準法であると説明したところ、組合

は、労働基準法は最低基準を定めていることを述べた上で、業務上

の疾病に関して１０割の休業補償を行っている他社の例を示しなが

らさらに、会社の定める休業補償が６割にとどまっていることの根

拠を説明するよう要求したが、会社は、労働基準法が根拠であると

述べるにとどまり、特に理由を説明することなく運用上も休業補償

を１０割とすることもない旨を回答した（同３(7)①）ものである。

上記の会社の対応の当否について検討するに、使用者に要求され

る誠実団体交渉義務の内容として、自らの見解や根拠を具体的かつ

明確に示して説明、説得を行う必要があり、さらに、労働組合の要

求や質問の具体性の程度に応じて、使用者はこれに回答する必要が

ある。

しかるに、本件においては会社は、休業補償を６割とする根拠に

ついて、①第６回団体交渉に至って、ようやく労働基準法の規定が

根拠であると説明したにとどまり、②さらに組合がなぜ６割にとど

まっているのかと、その根拠の説明を要求したにもかかわらず、労

働基準法の規定が根拠であるとの回答に終始したのである。このよ

うな会社の対応は、休業補償を６割とする根拠について必要な説明、
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説得を行ったものとはいえず、休業補償を６割以上に引上げること

ができない具体的な理由を組合に説明して納得を得ようとする努力

をしていないと評価せざるを得ない。よって、休業補償を６割とす

る根拠について労働基準法の規定以外の具体的な理由を説明する必

要はないとの会社の主張は失当である。

(ｳ) 上記判断のとおりであるから、会社が、１７年４月１９日に開催

された第２回団体交渉冒頭において、同業他社に就職する可能性が

高い組合員が出席していることを理由として団体交渉を拒否し、そ

の結果、１７年９月６日の第３回団体交渉までの約５か月にわたっ

て団体交渉を開催されなかったものであり、正当な理由のない団体

交渉拒否に当たる。

また、第１回及び第４回ないし第６回団体交渉において、休業補

償を６割とする根拠に関する説明、説明の程度は具体性を欠きかつ

不明確なものであり、組合を納得させる努力をしなかったといわざ

るを得ず、誠実交渉義務に反するものである。

したがって、第２回団体交渉並びに第１回及び第４回ないし第６

回団体交渉における会社の対応は、誠実交渉義務に反するものであ

り、労組法７条２号の不当労働行為に該当する。

イ 第３回団体交渉及び第１回及び第２回立会団体交渉における会社の

対応について

初審命令が不当労働行為に当たらないとした各団体交渉における会

社の対応について検討する。

(ｱ) まず、第３回団体交渉についてみると、会社は、組合の団体交渉

再開申入れに応じて、１７年９月６日に団体交渉を再開し、労働環

境整備問題につきタイムカードの導入や夏休み付与等の改善策を説
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明したり、組合の質問に対しても具体的に回答していること（初審

認定事実第２の３(4)）が認められる。

上記の会社の対応は、従前から懸案となっていた労働環境整備問

題について一定の具体的な説明を行っていることから、これをもっ

て不誠実団体交渉であるということはできない。

(ｲ) 次に、都労委における立会団体交渉についてみると、①会社は、

都労委の働きかけに応じて、組合の要求する「 Ａ に対する復職命

令の撤回」、「復職命令を発したことに対する謝罪」、「組合の出席者

を６名とすること」という３点の要求を受け入れていること（初審

認定事実第２の４(1)）、②第１回立会団体交渉において、会社は復

職命令によって Ａ が体調を崩したということに謝罪する旨述べ、

Ａ の転職の意思の有無や希望する仕事について話を聞きたい旨述べ

ているのに対し、組合は、これまでの会社の対応を全般的に見直し

て謝罪を要求する旨のみを引き続き求めていること（同４(2)）、③

第２回立会団体交渉において、上記１(3)イに摘示した経緯にあると

おり、会社は、 Ａ の復職の時期及び条件に関する組合の報告を聞

き、 Ａ の復職は困難であると考え、打切補償金に加えて特別支給

金相当額の補償を支払い、 Ａ は退職するという提案を行ったこと

（同４(3)）が認められる

上記の立会団体交渉における会社の対応の当否についてみるに、

会社は第１回立会団体交渉において、 Ａ の復職の意思を確認した

り、希望する仕事について質問しており、また、第２回立会団体交

渉において、 Ａ の復職の時期等に関する報告を聞いた上で、別室

で検討し、退職による和解を提案している。このような会社の対応

からすると、会社は、本件の解決に向けて具体的な条件等を組合と
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協議する姿勢を有していたと認められる。なお、会社の退職和解の

提案を組合が拒否したことから、 Ａ の解雇及び休業補償打切りに

至ったものであるが、これが不当労働行為とはいえないことは、上

記１(3)に説示したとおりである。

以上の点を併せ考えると、立会団体交渉における会社の対応をも

って不誠実団体交渉であるとまでいうことはできない。

なお、組合は、立会団体交渉においては３年間の期限が過ぎても

交渉を継続するという合意があったというが、そのような合意があ

ったとは認められない。また、組合は、会社が立会団体交渉におい

てその主張を詐術的に変えているともいうが、会社は第２回立会団

体交渉において Ａ の復職は困難であるとの認識に至ったことから、

退職和解の提案を行ったものというべきである。よって、組合の主

張は失当である。

(ｳ) 上記に判断したとおりであるから、第３回団体交渉及び立会団体

交渉における会社の対応は、労働環境整備問題につき具体的な説明

を行い、また本件の話合い解決に向けて譲歩する意図を有していた

と認められるものであるから、いずれも不誠実な団体交渉であると

いうことはできない。

したがって、上記の各団体交渉における会社の対応は不当労働行

為に当たらないとした初審判断は相当である。

(2) 第６回団体交渉を打ち切り、以降、 Ａ の休業補償に係る団体交渉に

応じなかったこと（争点２②）

会社は、第６回団体交渉が終わった段階において、休業補償に対する

会社と組合の主張は平行線をたどったまま廖着状態に陥ったのであり、

第１回ないし第６回団体交渉において誠実に対応し、休業補償を６割と



- 25 -

する根拠についてもできる限りの説明を行ってきたのである旨主張する

（前記第２の１(2)ウ）。

しかしながら、前記(1)ア(ｲ)で判断したとおり、第６回団体交渉の時

点において、休業補償について、誠実な団体交渉が尽くされたとは認め

られないから、会社が、１７年１２月２６日付けの組合の休業補償に関

する団体交渉再開要求に応じなかったこと（初審認定事実第２の３(8)）

は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たる。

(3) Ａ の解雇及び復職に係る団体交渉申入れに応じなかったこと（争点

２③）

組合は、立会団体交渉における会社の対応は不誠実なものであり、２

回の立会団体交渉を通じて、復職に向けた実態的な話合いはなにもなさ

れなかった旨主張する（前記第２の２(2)ウ）。

しかしながら、上記判断のとおり、立会団体交渉における会社の対応

は不誠実団体交渉に当たるということはできず、１８年６月１９日の第

２回立会団体交渉の時点において、 Ａ の復職の時期は分からないとす

る組合と、 Ａ の復職は困難であるとする会社の間で、 Ａ の復職及び

解雇問題について、これ以上交渉を継続しても進展する見込みがない段

階に至ったものといわざるを得ない。よって、上記の組合の主張は採用

できない。

したがって、 Ａ の解雇及び復職に係る団体交渉申入れに応じなかっ

たことは不当労働行為に該当しない。

(4) 小括

上記に判断したとおりであるから、本件の一連の団体交渉における会

社の対応のうち、第２回団体交渉における対応、第１回及び第４回ない

し第６回団体交渉における対応、並びに第６回団体交渉申入れ後の団体

交渉申入れに対する対応については、いずれも労組法７条２号の不当労
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働行為に該当するとした初審判断は相当である。

また、本件の救済方法については、初審審査を通じて、会社が休業補

償を６割としていた理由について相当程度明らかにしていることから（初

審認定事実第２の３(7)①なお書き参照）、初審命令主文のとおり文書交

付命令を命ずることで足りると思料する。

３ 結論

以上に判断したとおりであるから、本件の争点に係る初審判断はいずれ

も相当であり、会社及び組合の再審査申立てはいずれも棄却することとす

る。

以上のとおりであるので、本件各再審査申立てには理由がない。

よって、労働組合法第２５条、第２７条の１７及び第２７条の１２並びに労

働委員会規則第５５条の規定に基づき、主文のとおり命令する。

平成２２年２月３日

中央労働委員会

第一部会長 諏訪 康雄 ○印



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


